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の提供

監督責任者
各学部長または学科長

事務局長または事務局次長

監督者
各学科キャンパスライフ・ヘルス

サポートセンター運営委員

教職員

合理的配慮の提供内容検討会議

（キャンパスライフ・ヘルスサポートセンター運営委員会）
合理的配慮の提供内容の検討

決定上申

最高管理責任者
学長

総括監督責任者
キャンパスライフ・ヘルスサポートセンター長

《 障がいを理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応概要図 》

相談窓口

• キャンパスライフ・ヘルス
サポートセンター

• キャンパスライフ・ヘルス
サポートセンター運営委員 対話

合意形成
意思決定

学生・
保護者等
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